
プロジェクト研究15母子保健。児童福祉に関する国際比較研究

英国における児童虐待の動向と保健・福祉の課題

調査研究企画部

嘱託研究員

母子保健研究部

〃

網野武博
柏女霊峰（厚生省児童家庭局）

堀口貞夫
水野清子

要約：

　近年我が国においても関心が高まり、今後保健・福祉の運携が特に必要とされる児童虐待について・諸外国の動向

と課題にっいて検討を加えた。本研究では、児童虐待の予防と対応に長い歴史を持ち・近年新たな法制度や対応を試

みている英国に焦点を当てた。英国の動向を考察し、今後の我が国の検討課題をまとめると、以下のとおりである。

1　虐待の発見とその後のアブローチのシステムをみると・英国はr登録制』を採用し・我が国はr一般通告義務

　制』を採用している。登録制のメリット等を里視して制度を改めるべきという意見があり・填重に検討する必要が

　あるが、保健・福祉ネットワークを強化する上で・各分野・専門家による協働の体制を考慮していく必要がある。

2．虐待への対応のみならず、虐待の防止のためにも・その家庭とのかかわりや交流の機会を多くすることが重要な

　要件とされる。英国の訪問保健サービスのようなシステムは・我が国で注目されつつある育児不安を背景とする虐

　待の防止、対応の上でも効果が期待される。我が国においても強化されつつある家庭訪問サービスは・今後保健・

　福祉の連携による家庭支援サービスの強化へと結びつけていく必要がある。

3　盧待への対応や制度を強化するとき、虐待問題に常につきまとう子どもの生存・発達の権利と親の監護の権利と

　の相克、及び子どもの保護のために介入しようとする公権と家庭・保護者の養育・監護の権利やブライバシーの尊

　重等の私権との相克は、避けて通ることの出来ない重要な問題である。我が国においても課題となっているこれら

　にかかわる制度のあり方を検討する際には・英国が新しく示した指針の原則一一親と子どもとの利益が対立した場

　合の子どもの権利里視。児亜自身の将来決定についの意見重視等一一や1988年の児承法の改正にみられる主旨一

　一親権の尊重と子どもの権利重視。公権の強化と私権の配慮一一を十分に参考とすることが出来よう・
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1　目的 皿　英国における児童虐待への対応とその動向

　我が国の母子保健、児重福祉は、制度的、内容的に比

較的整備され充雲している国々の一つに数えられている

が、しかし今後の方向、あり方については種々検討すべ

き課題が残されている。このため昨年度以降は、特に児

童福祉と母子保健の連携のあり方に焦点を当て、研究を

すすめてきた。本年度は、近年注目されている児童虐待

に関する児窟福祉、母子保健のあり方を検討するため、

欧米諸国特に英国の対応にっいて分析した。

∬　研究の方法と視点

　1　方法
　児童虐待は、それが生じた場合の対応とともに、その

発生予防が究めて重視される。このため、福祉的観点及

ぴ保健・医学的観点からの統合的なアブローチが求めら

れる。その点で、児童虐待への関心とこのような専門的

取組みの歴史が長い英国及び米国について、その経緯、

現状、動向を調査、資料及び文献を通じて検討すること

とした。

　英国を先ず研究の対象国としたのは、既に1884年に児

童虐待防止協会（現NSPCC　：National　Sodety　for

the　Prevention　of　Cruelty切Children）が設立されて

おり、種々の対応の歴史を有していること、並ぴにマD

～80年代にかけて注目すぺき事件が続発し、新たな対応

が試みられてきつつあるためである。

　2　虐待の定義

　虐待を受けている児塞を第三者が発見し、何らかの福

祉、保健上の対応を図る上で、　r虐待』に閲する共通認

識即ち櫨威ある定義が必要である。現在では、国際児童

膚待常任委員会（I　SCCA；Internatio自al　Standing

Comi七tee　Dn　Child　Abuselが定義する児童に対する

r家庭内における不当な扱い（二n加afamilialmaltreat－

ment）」として示されている身体的虐待、放任・無視、性

的虐待及び心理的・情緒的慮待の4っに分けられること

が多いL。英国における最新の指針では、虐待を『両親ま

たは養育者による直接行為若しくは不適切な養育の何れ

かまたは両方によってもたらされる危害lharm均としI

SCCAと同じく放任・無視、身体的虐待、情緒的虐待

及び性的膚待に細分している2。しかしその判断は難し

く、その背景としては．危害の程度、専門的意見、価魑

的評価の多様性が複雑に絡んでいる。

　1　児意虐待にかかわる法制度と手続き

　　（1〕関連する法律

　英国においては、虐待に関する統合的な法律はなく、

児童の保護、養護を必要とする場合に適用される諸法律

即ち『1948年児童法」．「1975年児童法」．「1933年児童青

少年法』、「1963年児童青少年法j、「1969年児滋膏少年

法』、これらを統合したr　L930年児童保護法』、更に総合化

した「1988年児壷法』が関運する。

　　〔21虐待の発見と保護

　何らかの虐待を受けている疑いがあるとされた児童

は、隣人、訪問保健婦、福祉クリニック、児泌相談クリ

ニック、学校福祉担当官等から地方福祉当局や警察に通

知されるが、その後のかかわりでは上述の民間組織NS

PCCの果す役害IIが大きいことが、英国の特徴である。

なおここで言う地方禰祉当局とは、県、大都市県の区及

び大ロンドン（大ロンドンの区市）の禰祉部局を指す。

　　（3）虐待への対応の3原則

　虐待問題への対応の手続きや技術に関して、基本的に

は以下の3つの流れを原則とした『登録制』を採用して

いる。

　①関係機閲による児童保護委員会の開催

　②　ケース・カンファレンスの実施

　③　被虐待児手帳への登録

　　（の手続き

　以下に、ロンドンのイズリントン地区の児滋保護委貝

会組織である地区審査委員会（ARClArea　ReviewCo－

mmittee）を例に、その流れの概略を示す3．

　①通知、通告、申し立ての受理
②

③

④

⑤

⑥

　対応：診断・検査、入院の必要性の判断

　地方福祉当局への通告

　ARCにおけるケース・カンファレンス

く参加者＞一一病院職員、一般医・家庭医、訪問保

　　健婦、学校関係春、学校保健婦、ソーシァル・

　　ワーカー、地方禰祉当局代表者、NSPCC代
　　表者、通園・入所施設代表者

　被虐待児台帳への登録の決定

　公的な権限による保護

く1〉安全命令1ソーシァル・ワーカー、警察または

　　NSPCCが申請し、裁判所が判断する。命令

　　により、地方福祉当局は最大28日間児塵を虐待

　　者（親、家族）から引き離し保護する。、

く2＞保護手続き1地方福祉当局が親の同意を得て、

一76一



網野他：英国における児壷虐待の動向と保健・福祉の課題

　　施設、里親、養親等へ委託して保護する。

　〈3＞警察による保護；警察の令状により、虐待の疑

　　　いのある者への立入り調査、児童の保護（最大

　　　8日問）を行なう。

⑦登録児瓢の保護ブラン：児童が在宅の場合または

　公的保護が終了し帰宅した場合の保健福祉サービス

　の計画と実施

　く内容＞一一両親への保護ブランの提示、キー・ワ

　　　ーカー、訪問保健婦等の家庭とのかかわり

⑧ARCにおけるレビュー・ケース・カンファレン

　　ス＝登録されている限り　6か月にユ回実施

⑨　登録の解除

　2　英国における近年の動向と課題

　　〔1）虐待にかかわる事件

　全国に約200の支部を持つNSPCCに登録されてい
る児童は、全国の約10％をカバーしていると言われてい

る。年間の相談件数は約1万人に達し、援助の対象とな

る児童数は年間延5万入に及んでいる。推定によれば、

英国全体で毎年7700人の15歳以下の児甑が虐待を受け、

100人以上が死亡し、乳幼児に限ってみると毎年50～6㊤

人が死亡していると言われている。

　1970年のマリア・コルウェル事件を発端として、’70

～80年代にかけて世上の閲心を高める以下のような事件

が続き、次第に児童虐待への社会的、政策的対応が進み

だした。

1984年7月

　　　9月
　　　11月

　　　12月

1985年3月

1987年6月

ジャスミン・ペックフォード事件

タイラ・ヘンリー1翼件

チャーリン・ソルト事件

ヘイディ・コセダ事件

ジェンマ・ハートウエル累件

クリーブランド事件

　特にジャスミン事件（義父による4歳女児の虐待暴行

致死）、クリーブランド事件（小児科医の診断による性

的虐待認定件数の激増）は、前者が地方福祉当局の介入

の手緩さへの批判、後者が家庭への介入過剰への批判と

いう両極の論争を引き起こし、国家レベルでの児童虐待

への対応や指針の再検討、更には法律の改正へと進んだ

経緯を辿っている。

　　〔2）　「児童法jの改正

　これらの事件や社会的関心の高まりの中で、1988年11

月、児童法改正案が国会に上程され可決された。最もブ

ライベートな事象である家庭内の出来事のうち、虐待を

受ける児童の権利が侵されることに対して、親罹を尊重

しつつ介入するための方策を推進することがその骨子で

あり、公権の強化（8日間の緊急保護命令の導入、虐待

が懸念されている全ケースに対する地方福祉当局の調査

義務）、私権への配慮（緊急保護命令中の子どもに対す

る親の通行権の新設、警察の児血一時保護期限の設定；

72時問以内）がともに盛り込まれている。

　　（31国の児童虐待対応のための「指針」

　これらの動向とともに、保健社会保随省の社会サービ

スに閲する監査局が中心となり、同じ1988年に児童虐待

にかかわるソーシァル・ワーカーのための指針が公にさ

れた2．この指針は、児童虐待への対応に関するキー・パ

ースンとなることの多いソーシァル・ワーカーの璽要な

貨務を再確認し、従来兎角形式的な手続きや技術のみに

視点を当てていた膚待に体系的に取り組み、総合的に評

価するための指針を明示している。指針の原則として重

要なものを上げると、次の通りである。

①　児童は両親への依存の下にあるのではなく独立した

　入格を持っており、親と子どもとの利益が対立した場

　合には、子どもの権利を量視する。

②　合理的根拠なく家族のブライバシーを侵害すること

　なく、学際的チームワークと協働を露視して業務を進

　める。

③　秘密の保持、権限の抑制を配慮する。

④　虐待の“危険性”　（他者への深刻な危害をもたらす

　潜在力）の概念を璽視するとともに、介入当事者の専

　門的あるいは協働的場面における“危険性”にも十分

　配慮する。

⑤　固定的価値観にとらわれることなく、文化的感性を

　持って業務を進める。

　これらの原則は、虐待へかかわる段階、児童の発達・

家庭状況の診断、評価、保護、業務の審査等々全般を通

じて、権威的な介入ではなくヒューマン・サービスとし

てのかかわりであることの重要性をあらためて示してい

ると雷える。

　本指針は3章から構成されており、第1章では、この

指針作成の経過、利用方法とともに、先述の児童虐待の

建義、対応の原則等が記載されている。第2 童は、本指

針の中心的部分であり、包括的な評価（アセスメント）

を実施するために、ワーカーが親、児童、ネットワーク

等のどのような側面に注目すべきかについて詳述し、ワ

ーカーが聴取すぺき質問を具体的に167問提示し、報告

書取りまとめのためのフォーマットを提示している。第

3章においては、このアセスメントを土台として行動ブ

ランを作成するための留意点等が記載されている。先の

対応の原則において、児磁の人格の独立性及び児童の権

利重視が示されているように、包括的アセスメントを実
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施する際にも、　r児童は自分の将来にかかわる決定にっ

いて意見を述ぺる権利を有している。』ということを肝

に銘ずべきことがはっきりと記されており、児童と十分

コミュニケートできる雰囲気を作った上で児童の意見を

聴いていくことの重要性が指摘され、児童を権利行使の

主体と考える立場を明確にしている。

　3　英国の動向を考察しての今後の我が国の検討課題

　　（1）発見とその後のアブローチ

　虐待の発見とアブローチの考え方や方法は、国によっ

て異なる。法制度上、我が国はr児童福祉法」による

r一般通告義務制』を採っているが、米国は医師等によ

る『専門的報告義務制』を採っており、英国は権威ある

関係機関の確認を伴う『登録制』を採っている、という

ようにそれぞれ異なったシステムが見られる。登録制は

児童の保護と情報の記録を目的としており、披虐待児の

保健福祉ネットワークを組みやすい特徴を持つ。この点

では、我が国の小児科医等専門家が虐待に関する日頃の

注意と関心を高めることが重要であり、英国のARCに

みられるような学際的な協力と制度上のシステムとを連

動させていくことが期待される。しかしどのような発見

とアブローチのシステムを採っても、虐待者との関係に

は周到な配慮とケースワーク技術が求められる。

　我が国の児璽虐待に関するいくつかの調査を見ると、

児滋相談所等の福祉関係機関が把握する児意虐待と、保

健・医療機関が把握するそれには、年齢等に違いがあり

年齢でみると福祉閲係機関では小学生以上が多く、保健

　医擦機関では乳幼児が多い。両者の連携がこの面でも

課題となると考えられる。

　また、児童福祉法第25条を改正し、専門的通告義務制

を採るべきとの意見や、英国のような登録制を採るべき

との考え方については、日本の国民性なども十分に勘案

して検討する必要がある。厚生省では、平成元年度から

子育て不安の増大に対応するべく、所謂r子どもと家庭

110番電話相談事業」を中央児童相談所において開始

し、児童虐待に関する相談・通告もこの中に含め、児童

盧待だけに焦点を当てることは避けている。これは、

r児童虐待』という言葉がr特定家庭の特定事象』を想

起させ、r自分に限って」という感情を起こさせやすい

ことに配慮しているものと考えられる。しかし、1990年

から大阪において、1991年からは東京において、それぞ

れ民間ペースによるr児意虐待』を銘打った相談活動が

展開されるようになって来ている。また、厚生省におい

ても1988年の全国児亜相談所長会の全国調査を契機とし

て全国の児童相談所で受け付けた児童虐待に関する相談

件数の把握を1990年度から開始している．今後これらの

動向について慎磁に吟味した上で、諸外国の対応策も参

考にし、一層の適切な対応を考えていく必要があろう。

　　（2）保健福祉サービスの効果

　虐待が発生した後の対応のみならず、虐待の防止のた

めにも、専門家や一般の人々がその家庭とのかかわりや

交流を多くすることが非常に重要な要件である。この点

で、英国における保健婦・看護婦による訪問保健サーピ

スは、米国をはじめ他の国から評価されている4。我が国

における健康診査事業、保健指導事業もこの点で同様の

効果が期待できる面を持っているが、近年次第に注目さ

れてきている育児不安を持つ母親・両親による膚待への

対応や予防に閲して、保健と福祉の連携による家庭訪問

等一層の家庭支援サービスが必要になってこよう。

　　（3）援助の強化

　欧米諸国においては、児童虐待の問題が大きな注目を

浴びており、これらに対する援助方策の研究、実践も官

民双方で進んでいる。米国では、児童福祉インテークに

かかわる方針があらためて示され5、英国においては先述

の指針が提示されるなど、ソーシァル・ワーカー、ケー

スワーカーのための指針が用意されてきている。また、

処遇面においても各種のブログラムが開発され、集団カ

ウンセリング・親の自助グルーブの組織化等の活動も盛

んとなっている。この分野における我が国の対応はまだ

緒についたばかりであり、行政レベルではr児童相談所

運営指針』や大阪府児藍虐待対策検討会議によるr被膚

待児童の早期発見と援助のためのマニュアル（第1次

版）」がみられる程度である。今後この分野における突

践的な研究・検討が望まれるところである。

　　〔4）制度上の課題；親権と子権及び私権と公描

　　　　の相克

　虐待の経過や結果が児敷に及ぼす影響が深刻である程

児童福祉の観点から、その子を家庭から引き離して保護

する必要性が高い。常につきまとう問題である子どもの

生存・発達の権利と親の監護の権利との相克は、虐待へ

の保健福祉対策上避けて通ることは出来ない。また、子

どもを保護しようとして介入する福祉行政機関や警察、

司法による公権と、家庭、保護者の養育、監護の自由や

ブライバシーの尊重等の私権との椙克も生じる。

　我が国の場含、伝統的に「私物的我が子観』が強く残

っており、それが子権と親権との棺克に大きな影響を与

えている。我が国では、両者が相克すると考えられる場

合には、児箆福祉法第28条、第33条の5の規定により司

法の判断に委ねることになるが6、第28条による請求は毎

年数件から多くて十数件であり、第33条の5による請求
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に至っては、殆どみられないのが現状である。

　その原因として、先述の親権の強さや第28条の実効性

の問題、即ち施設入所が承認されて児塵を入所させても　　5

保護者が親権を盾にして引き取ってしまい、制度上はこ

れを防ぐことができないという問題がある。このため、

措置の解除についても家庭裁判所の承認に基づくシステ

ムを十分検討すべきであろう。また、事実立証の困難性　　6

や審判長期化の弊害、ケースワーク関係の継続の困難

性、児重相談所と家庭裁判所の判断のズレ等の問題も指

摘されている。更に、第33条の5についても、親権存続

か喪失かというオール・オア・ナッシング的な処置につ

いての疑問があり、欧米諸国にみられるような暫定的処

置や部分的喪失等の段階的で柔軟なシステムを採ること

も今後の課題である。また我が国の親子関係にかかわる

法体系自体がパターナリスティック的色彩が強いこと

も、　「児童の意見の尊重』に関する思想が普及しにくい

ことと閲係があるように思われる。

　これらの動向や背景について、新しく採択された国際

遼合r児童の権利に関する条約（仮称）」を契機とし、

また英国の新しい指針に示されている原則やr児麗法」

の改正の主旨を参考としつつ、我が国においても制度上

の再検討を併せて進めていく必要があると考える7。
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